
フィリピンのアプラヤシ生産と農民組織

一農地改革受益農民による協同組合形成-

野・I、し>'V_

I.*.汁

現在のフィリピン農業の基本課題は農業生産性の向上と農家所得の増大

であるO　そのため、アグリビジネスの促進が必要条件となっている。すで

にラモス政権期に「1997年農漁業近代化法」 (The Agriculture and Fisheries

ModernizationAct of 1997、共和国法(RepublicAct : RA)第8435号)が制

定され、アロヨ政権期には、 「フィリピン農漁業近代化計画2001-2004年」

(The Philippine Agriculture and Fisheries Modernization Plan 2001-2004)が策定

され、進行している。同計画では、農漁業近代化の実現にむけた戦略として

企業家精神、民間投資、民間参加の動員を掲げている。いまひとつの特色と

しては、ミンダナオ各地方を高価億農業開発拠点として位置づけている点で

あるo

そして、近年フィリピンでは、有望なアグリビジネスの対象としてパーム

油が注目されているOその国内需要が急増していること、また投資家がこの

領域に関心を示しているという背景がある。とりわけ、歴史的、地理的にプ

ランテーション経営が盛んであるミンダナオ島の各地方では、民間農業関係

者のみならず、政府関係者がアプラヤシ…プランテーション開発に積極的で

あるばかりか、地方政府がそのプランテーション開発の誘致を後押ししてい

る。

一方、かかるプランテーション開発には農業用地の確保が前提となるo政

府の基本方針は、コメ、トウモロコシ作付け農地などの作付け転換を禁止

し、新鋭開拓、荒廃地の使用が条件となるO　ここでの課題は、アプラヤシ・

プランテーション農地の拡充をミンダナオにおいて進行中の農地改革の枠観
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み内でいかに達成するかである。

本論文は、以上の問題意識のもとで、ミンダナオ地域においてアプラヤ

シ…プランテーションが農地改革の実行過程でいかに生産活動を展開する

かを、農地改革受益の農業労働者が形成する協同組合の経営のなかから事

例をもって考察する。その主たる方法は、フィリピン、ミンダナオのアプラ

ヤシ油生産の協同組合の現況を現地調査にもとづいて明らかにするものであ

るL)0

本論文の構成を概略すると第1車においては、パーム抽生産の現況を明

らかにする。そしてアプラヤシ生産の特徴を明示する。その特徴がアプラヤ

シ・プランテーションの配置、さらには協同組合の組織形態のあり方をも規

定する事実を指摘する0第2章においては、フィリピンにおけるパーム油生

産に関して、その位置づけを確認するo　まず、アプラヤシ.プランテーショ

ン開発の歴史を明らかにする。これはまさにミンダナオ島が「約束の地」と

して農業開発の優先地域となった歴史的展開と期を一にするものといえるO

そしてアプラヤシ・プランテ-ション開発の現況とその問題点を明らかにす

るO第3章においては、コラソン…アキノ政権以降の歴代政権の下で展開さ

れた農地改革では、プランテーション農地の農地改革がいかに取り組まれて

きたかを明らかにするD　この場合、アグリビジネスに内外投資を誘致すると

いう農業政策の基本政策の方針にあわせ土地移転後の農業生産性向上をど

のように盛り込んだかという政策転換を詳説するO第4章においては、ミン

ダナオ地域の3協同組合を事例として農地改革の土地移転の形態が、実際の

協同組合経営、すなわち受益農業労働者の所得にいかに反映したかを実例を

もって明らかにする。終章においては、以上の判明した事実が、今後のフィ

リピンのアグリビジネス促進の政策指針にいかなる参考となるかを結論とし

て提言する。
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第1章　パーム抽生産の現況

第1師　利用価値が高まるパーム油

パーム抽(palmoil)は、アプラヤシ(oilpalm)から取れる油である

(写真l)。アプラヤシ樹から収穫される生の果実をパーム兼房(fresh fruit

bunch;FFB)という(写真2)。この果実の果肉から取る油をパーム抽(パー

ム粗製泊; crude palm oil),種子から取る油をパーム核油(palm kernel oil)

というo一般的には、両者を稔称してパーム泊と呼んでおり、本稿では、特

に区別する必要がないかぎり、これを踏襲する。

パーム油は伝統的には食用(即席麺やスナック菓子などの揚げ油、マーガ

リンなど)、非食用(洗剤、塗料、化粧品などの原料)に幅広く利用されて

いる。日本ではその80-90%が食用であるO

近年は、原油に代表される鉱物燃料の価格高騰の影響を受けてカーボン…

ニュートラルといわれるバイオ燃料(バイオジーゼル、バイオエタノール)

の導入が本格化しており、油脂の専門誌は2006年の17種の植物性・動物性

油脂の世界全体に対する需要増加の40%がバイオ燃料によるものと推測し

ている31。バイオ燃料の利用が世界的に拡大する中で、世界で取引される主

写真1　アブラヤシ樹(筆者撮影　以下同じ)
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写真2　パ-ム果貫

な植物性油脂の生産動向に大きな変化が生じている。パーム油は13種類あ

る植物性油脂の中で長く最大の生産量を誇ってきた大豆油に次ぎ近年では第

2位を占めてきていたが、 2005年に逆転し、その後はパーム渦が首位の座を

維持している4'。

第2節　主要生産国はインドネシアとマレ-シア

パーム油の生産は歴史的にはマレーシア、そしてインドネシアに集中し

てきた　2006年の生産量はマレーシア1570万mt、インドネシア1683万mt

で両国のみで世界全体の85.6%を占めている。また、同年の輸出でも両国の

みで全体の89.8%である。近年の生産量の増大は、インドネシアにおけるア

プラヤシ栽培面積の急増大によるものである　2002年から2006年にかけて

インドネシアの栽培面積は133万ha (2002年比47.7%)増加し、 412万ha

に達した。この間、それまで世界最大のパーム抽生産国であったマレーシ

アは57万ヘクタール(同18.3%)の増加で、 2006年の栽培面積は368万ha

に留まったO　インドネシアの栽培面積は2005年に、生産量は2006年にそれ

ぞれマレーシアを上回ることになった5Jo
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第3節　アブラヤシ生産の特徴

パーム油の原料となるアプラヤシ生産の特徴は次の3点にある。第1に、

年間を通じ平均して雨量が得られる熱帯多雨林地帯での栽培が適している点

である。すなわち、アプラヤシ樹は一度植樹すると25年間、天候の影響蚤

受けることがすくなく、 1年中を通じて収穫できる。これに対し、大豆油、

菜種油などの植物油は毎年種蒔きをしなければならない。

第2に、その結果、収穫に季節性があり、しかも年々の気象条件によって

収獲が左右される他の油糧作物に比べはるかに高い単位面積当たりの年間油

収量を得ることできる。アプラヤシの単位栽培面積からの年間油収量は、大

豆油の12.5-18.7倍、綿実油の2.5倍にも達する6)o

第3に、パーム果房の加工を24時間以内にする必要があるとの点であるo

新鮮な果実には油脂を加水分解する強力なリパーゼが存在するが、正常状態

では細胞内にある泊との接触は少ない。しかし果肉を傷つけると細胞膜が損

傷し、リパーゼによる加水分解が開始されるo Lたがってパーム果房の収穫

や輸送は注意深く、しかも迅速に行われることが必要である。また果房はで

きるだけ迅速に蒸熟してリパーゼを失格させる必要があり、そのため製油工

場の多くはアプラヤシ…プランテーションに近接して設置されている7Jo

第2章　フィリピンにおけるパーム抽生産

第1節　アブラヤシ・プランテ-シヨン開発の歴史

フィリピンにおけるアプラヤシ生産の歴史は、 1963年にMenziAgricultural

Corporationがバシラン畠に280haのアプラヤシ・プランテーションを開設

したのを晴夫とする。また、 Kenram Industries, Inc.は1600haの中核農場を

開設し、これに加えて総計3300haになる契約栽培農民からのパーム果房

(FFB)の調達を開始し、製油能力20mt/hの製油工場を操業した　2002年7

月に包括的農地改革計画(CARP)が適用され、 Kenram Industries, Inc.の

プランテーションは農地改革受益農民から構成された協同組合に移管され
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た8)0

一方、国営のNational Development Corporation (NDC)は英国系のGuthries

Corporationとアグサン…デル・スル州に4000haのアプラヤシ・プランテー

ションの共同開発に着手し、その経営目的にNDC-Gurthrie Plantations, Inc…

(NGPI)を設立した。 1981年にGurthrieCorporationはマレーシア政府に買収

されたが、 NDCは新会社であるKempulan Sendiran Betrhadとさらに4000ha

のオイル.プランテーション開発をし、このためのNDC-GurthrieEatate,Inc.

(NGEI)を設立したo

NGPIとNGEIは別会社であるが経営陣が同一であるばかりでなく、共同

で製油能力40mt/hの製油工場を操業したo　コラソン・アキノ政権下の1988

年に両プランテーションは包括的農地改革計画により7266ha、 1368人の農

家に集合土地権利証書(CLOA)が交付されたo　製油工場の株式は1994年

までにNDCの持ち分の全部が民営化計画に沿ってフィリピン、インドネシ

アの合弁企業であるFilipinas Palm Oil Plantations, Inc… (FPPI)に売却されて

いる9)D

近年参入したのは、フィリピン、シンガポールの合弁企業であるAgusan

Plantations,Inc. (API)で、 1983年に1800haのプランテーションをアグサン・

デル・スル州に開設したLO) APIは1996年に包括的農地改革計画およびエ

ネルギー天然資源省の土地利用プログラム地区における協同組合主導のアプ

ラヤシ.プランテーションを対象とした契約栽培プログラム(Outgrowership

Program)を開始している。さらに、 APIの子会社であるAgumill Philippines,

Inc. (AGPI)による1998年に搾油能力20mt/tlの製油工場の操業を開始して

いる。工場の稼動率を高めるため、さらに2001年から2005年までにミン

ダナオにおけるAGPI契約栽培プログラムのもとで契約栽培プランテーショ

ン開発を推進し、 2005年3月現在で、契約栽培プログラムは北部ミンダナ

オ地方の5000ha、中部ミンダナオ地方の4200haを対象としているo　また、

AGPI独自のプランテーション1800haで生産のパーム果房(FFB)はAGPI

において搾油されているO　同社は2007年にはムスリム・ミンダナオ自治地
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城(ARMM)のマギンダナオ州に同地区生産するFFB加工のため40mt瓜r

の製油工場を建設したmo

以上のようなパーム油製油工場を中核としたアプラヤシ…プランテーショ

ンが形成されている　2008年現在のパーム油製油工場は全国で5工場あり、

FFB加工能力は合計142mt/haであるo　これが必要とするプランテーション

の栽培面積は4万268haである(表1)0

義1フィリピンのパ-ム油製油工場加工能力(2008年)
ォ>* も

tfi *,
h KB 栽培 FF B 加 工 能力

(所 有 者 . 設 立 年 ) ha (tutFF B ,′hr)

Fih p inas raim oil P lan tation s, Inc . S an Fran cisco,
9,747

23,281

7,600

800

40

:o

20

(Filipino-60% ,Indonesian-40% /ー981年 ) A gu san de】Sul

A gu san P】antation s Inc. (A gum ilPhil.),

(Singapori an- 60% ,Fihpin0-40% /1983

午)

M anato.Torento.I

A gusan delSul

K enram tndustn es Isu la n, S u lta n

(Firi pino-100% /1967 年 ) K udarat

B ul!uan Palm O ilM ill (2008 年 )

P hih . A gric. Land D ev. & M ill, Inc.

(PA L M In c . /2 0 0 5 i」) (A g u san

PIantations,Inc.G roup)

B uruan,

M aguindanao

C arm en,B ohol

40

20

A .Brow m E nergy D ev Inc. (A B E R D I) B ukidnon - 2

合 計 40,268 14 2

(出所) philippine Coconuts Authority (2009) , The Phil如me Oil Palm Industry-2009,
Powerpoint presentation material.

第2飾　国内需要の増大に対応できず

前節で述べたような歴史的経緯を経た、フィリピンにおけるパーム油の生

産量、国内需要量をみることにするO生産量は前節で述べたインドネシアの

2006年生産量のわずか0,2%に過ぎない。国内需要量の増大に生産が対応で

きないどころか生産量は減少している現実がわかる。

民間のフィリピン・パーム渦開発委員会(PPDCI,副会長ChangChee

Kong12)による国内需要予測は年10%増大し、2010年に29万3000mtとなり、
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これは2000年に比べて2…6倍も増加する。これに対し、農業省による生産予

測では年2000mtずつ減少し、 2010年には3万4000mtになる　2000年の生

産量5万4000mtに比べて37.1%の減少となっている(表2)oこれはパーム

原木の老化によるものであるo　この結果、 2010年には需給ギャップは25万

9000mtに達するとしたo　これに対応するには、第1に、年間1万6000haか

ら2万haのパーム油生産の農地を開発する。第2に、既存の樹木の70%を

植替える。第3に、不足分は輸入に依存する、としている。

衰2　フィリピンのパーム油生産・国内需要・輸入(2000-2010年)

(単位ニmt)

* 生 産 M l* J籍 専 輸 入

2 0 0 0 5 4 ,0 0 0 1 1 3 ,0 0 0 5 9 ,0 0 0

2 0 0 1 5 2 ,0 0 0 1 2 4 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0

2 0 0 2 5 0 ,0 0 0 1 3 6 ,0 0 0 8 6 ,0 0 0

2 0 0 3 4 8 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 1 0 2 ,0 0 0

2 0 0 4 4 4 ,0 0 0 16 5 ,4 0 0 1 2 1 ,4 0 0

2 0 0 5 4 6 ,0 0 0 1 8 2 ,0 0 0 1 3 6 ,0 0 0

2 0 0 6 4 2 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 1 5 8 , 0 0 0

2 0 0 7 4 0 ,0 0 0 2 2 0 ,2 0 0 1 8 0 ,2 0 0

2 0 0 8 3 8 ,0 0 0 2 4 2 ,2 0 0 2 0 4 ,2 0 0

2 0 0 9 3 6 ,0 0 0 2 6 6 ,4 0 0 2 3 0 ,4 0 0

2 0 1 0 3 4 ,0 0 0 2 9 3 ,0 0 0 2 5 9 ,0 0 0

他所　Department of Agriculture (2009) , Prospectsfor Philippine Agribusiness,
Powerpoint presentation material,

一方、生産量が減少してきたパーム油生産に対応するアプラヤシ栽培面

積をみると、 2003年に2万5237ha、 2005年に2万9003ha、 2008m年推計で

は4万6398haと増加傾向にある(表3)。これは、前節に記述した,製油工

場のFFB加工能力に見合った必要栽培面積4万268haより若干多めである。

これはアプラヤシの収穫は植樹から3年後に収穫するという時差が生じて

いることによるとみられる。また、 PPDCIが策定のパーム油産業開発計画
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2004-2010年では全国の潜在的栽培可能面積は30万4350haとあり、将来的

に栽培面積は現在の6.5倍まで拡大可能としているo

次に、アプラヤシの地方別栽培面積をみると、 2008年にミンダナオ島が3

万6300haと全国の78.2%を占めて主産地であることがわかる。これに対し、

ボホール島を含む中部ピサヤ地方は6506haと14.0%に過ぎない。パラワン

畠を含むルソン島は3592haと7.7%である(表3)o

表3　フィリピンのアブラヤシ栽培面積推計
(2003、 2005、 2008年)

(単位ニha)

午 2 0 03 2 0 0 5 2 0 0 8

(ル ソ ン )

パ ラ ワ ン

ド ) ( . ) (3 ,5 9 2 )

3 ー5 9 2

( ビ サ ヤ ) (3 ,9 94 ) (5 ,3 0 0 ) (6 ,5 0 6 )

中 央 ビ サ ヤ 地 方

( ミ ン ダ ナ オ )

3 ,9 94 5 ,3 0 0 6 ,5 0 6

(2 1,24 3 ) (2 7 ,7 0 3 ) (3 6 ,3 0 0 )

西 部 ミ ン ダ ナ オ 地 方

北 部 ミ ン ダ ナ オ 地 方

ダ パ オ 地 方

S O C C S K S A R G E N 地 方

カ ラ ガ 地 方

0 0 62

9 0 4 13 1,12 8

2 I7 2 4 4 1,2 17

6 ,7 77 6 ,9 0 6 13 ,96 1

13 ,4 6 2 15 ,4 0 4 17 ,25 2

ム ス リ ム . ミ ン ダ ナ オ 自 治 地 域 5 9 7 7 3 6 2 ,6 80

計 2 5 ,2 3 7 2 9 ,0 0 3 4 6 ,39 8

(出所) Philippine Coconuts Authority (2009), The Philippine OilPalm
Industry-2009, Powerpoint presentation material.

第3節　民間依存のアブラヤシ開発

アロヨ政権によって策定された「中期フィリピン開発計画(2006-2010

午)」によると、 「目棟1」においては、 200万ha開墾で新規雇用100万人創

出を中心としており、ミンダナオを農産物輸出地区にするとし、アプラヤシ

が含まれている13) 「目標2」においては、基本食料,wagegoods)に対す

る支援が中心で、コメ、トウモロコシを主体とする作物別対策であるo

アロヨ政権は「農漁業近代化計画(200ト2004年)」において高価値商

業作物(High Value Commercial Crops : HVCC)に対するGMA (Ginintuang
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MasagangAni) -HVCCを発足させている。これにはバナナ、マンゴ、ニン

ニク、タマネギなどの生産増を掲げているが、これ以外に地方ごとに作物を

指定しており、ミンダナオ島の各地方においては、ココナツ油が含まれてい

る14)。一方、農業省政策ガイドラインではGMA-HVCCの優先対象作物と

して、カラガ地方のアプラヤシを挙げている151O

以上の政策指針にもかかわらず、政府部内にはアプラヤシの専門的技術

者はおらず、アプラヤシの種菌も製油工場が育成しているとの民間まかせ

との現状がある。すなわち、パーム紬の直接的な所掌官庁はなく、暫定的に

フィリピン…ココナツ庁(PhilippineCoconutAuthorityこPCA)が窓口となっ

ている。この背景には国際市況ではココナツ泊の方がパーム油よりも高いこ

とLb)、およびフィリピンの主要農産品であるココナツ油関連の農民保護を

優先するとの政治的判断があると考えられる。

第3章　包括的農地改革計画とプランテーション開発

第1節　アグリビジネス…ベンチャー契約

1988年6月に当時のコラソン…アキノ大統領は包括的農地改革法

(ComprehensiveAgrarian Reform Law : CARL,共和国法(RA)第6657号)

を布告し、同政権の包括的農地改革計画(Comprehensive Agrarian Reform

program : CARP)が正式に定まった。包括的農地改革計画の内容と問題点の

詳細に関しては、筆者による論文「アキノ政権の農地改革」に記述されてい

る17)。

(i)プランテーションの土地区分

アグリビジネスに必要となるプランテーションなど大規模な農場に関わ

る事項に関して、包括的農地改革計画においては、多国籍企業農地、商業農

場、法人農場の漫定があるIS)D

多国籍企業農地については、公有地、政肝所有地を借りている場合は3年
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以内に収用、分配を完了する(包括的農地改革法8条)o　また、多国籍企業

が民有地を借りている場合は、 1987年8月29 B現在有効な契約(貸借、生

産委託、あるいはサービス契約)が失効した時点、あるいは本法の発効から

10年後のいずれか早い時点で失効するOただし有効期間中に政府はそれ以

降の収用、連やかな分配のための手続きをするOそして、一般論として農地

は個別農業労働者に直接分配されるとするも、経済的に実行不可能であり農

地分割が不適切である場合は、農業労働者が結成の協同観合またはビジネス

組織が新たに賃貸契約,栽培契約を締結するとした(同8条)O

商業農場には、畜産、養鶏、養豚、塩田、養魚、海老養殖を含む養殖業、

果樹園、欄栽培、読菜、花井園、カカオ、コーヒー、ゴムのプランテーショ

ンを含むとしている(同11条)O　商業農場の民有地に関する土地収用、配分

に関しては、 10年後に実施するとし先送りしている(包括的農地改革法11

秦)0

法人農場に関する規定は、アキノ現政権下の政治課題となっている19)。

一般論として農地は個別農業労働者に直接分配されるとするも、経済的に実

行不可能であり農地分割が不適切である場合は、農業労働者が結成する協同

組合またはビジネス組織が集合所有し、新たに契約を締結するとした(同

29条)。ここで特徴的なのは、土地を所有する法人はその土地所有分の法人

株式を受益者に分配できるとした(同31条)株式分配方式である。また、

本法成立から2年以内に土地または株式の移転がなされないときは、土地は

強制収用される(同31条)。そしてさらに、最終的な農地移転までの間、経

営者は農業労働者あるいはその団体と生産分与計画の実施を義務付けられ

る。年間総売上が500万ペソを超える場合、総売上の3%、利益を生じたと

きは税引後利益の10%を現行貸金にL乗せして常雇、その他労働者に分配

する(同32条)。この生産分与計画に関する条項は、多国籍企業農地および

商業農場にも適用される(同8条、 11粂)。

包括的農地改革法は10年間の時限立法であり、これがラモス政権下の

1998年に包括的農地改革強化法(RA第8532号)の制定と合わせIO年延長
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された。農民組織の要求があり、アロヨ政権下の2008年に農地改革計画強

化法(RA第9700号)をもってさらに2004年まで5年間の再延長が決まっ

ている。

(2)アグリビジネス・ベンチャー契約の登場

2000年12月現在の包括的農地改革計画の実績をみると、達成率は民有

地で50.2.%、うちコメとトウモロコシの小作農地が88…9%、その他民有地

が40.9%であるO　その他民有地では、遅れが目立つのは強制収用の9.8%で

あるo　とりわけ50ha以下の強制収用が遅れているo　この意味するところは

50ha超の大規模農地の収用が23…9%となっている点である(表4)o　アグリ

ビジネスの振興に際しては、この扱いが政策課題となる。

義4　フィリピン農地改革計画実額(1972-2000年)
(民有地・農地改革省所管)

K * 計 画 h a 采 横 h a 達 成 率 (% )

土 地 移 転 事 業 O LT ) 川 5 79 ,9 2 0 5 1 5 ,4 3 4 8 8 .9

そ の 他 民 有 地 2 ,4 16 ,5 8 5 9 8 7 ,8 1 9 4 0 ▼9

自 主 的 売 却 申 請 v o s ) 3 9 6 ,6 8 4 3 2 9 ,6 1 9 8 3 .1

自 主 的 土 地 移 転 (V L T ) 2 8 4 ,7 4 2 3 7 0 ,0 4 8 1 3 0 .0

政 府 金 融 株 閑 (G F I ) 2 2 9 ,7 9 6 1 4 0 ,3 4 2 6 .

強 制 収 用 C A 1 ,5 0 5 ,3 6 3 1 4 7 ,8 1 0 9 .8

5 0 h a 超 4 5 6 ,5 8 8 1 0 9 ,3 4 5 2 3 .9

2 4 h a 超 5 0h a 3 1 2 ,3 5 5 l l ,5 1 6 3 .7

5 h a 超 ~ 2 4 h a 7 3 6 ,4 2 0 2 6 ,9 4 9 3 .7

合 計 2 ,9 9 6 ,5 0 5 1 5 ,0 3 2 ー5 4 3 5 0 :

(柱(1)マルコス政権による1972年小作農民解放令に規定するコメとトウモロコシ
の小作農地移転事業。

(出所) Department of Agrarian Reform.

この時点で、包括的農地改革法の適用が「先送りされた商業農場の舵

用、評価、補償、分配に関する親則」が制定された(1998年農地改革省令

くAdministrative Order : AO)第9号)。また、農地改革地区における合弁企業
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体に関する規則も制定された(1999年農地改革省令(AO)第2号)o

上記の省令の前者において、あらたな概念として、アグリビジネス・ベン

チャー契約(AgribusinessVentureAgreements : AVA)が登場する。 AVAで

は、これまでの農地改革の基本方針にアグリビジネスを加えた。それは以下

2点において挙げられる。

第1に、 AVAは、農業生産の経営規模の最適化、土地保有の保障、農地

改革受益農民の所得保障をE的とするとした(1998年AO第9号30条(d)

(1)),ここでは農業の生産性向上が重視されているOすなわち農業生産に、

積極的に規模の経済を導入し生産性の向上をはかるとした点であるo規模の

経済は、包括的農地改革計画の枠内でなされ、農地の保有を保証し、かつ農

家所得を保証するとしているo

第2に、 AVAは、内外のアグリビジネス投資分野への誘致を横棒的に掲

げたのであるoすなわち、規則では上記の目的を達成するため、農地改革

受益農家と投資家がAVAを締結することを明白に理解するとした(同30条

Cd) (2)),内外の投資家を包括的農地改革計画の実行の関与者に認定した

のであるO同省令においては、経済的に実現不可能であり農地分割が不適切

である場合は、当該農地は、協同組合またはビジネス組織を結成した農地改

革受益農業労働者により集合的に所有されるとした(同2粂(e)),同時に、

従前の地主は農地改革農家に残額債務がなければ、 AⅥゝを締結できるとし

たのである(同30条(a) (5)),

AVAは、商業農業に適用されるとしたが、バナナ、パイナップル、ゴム

商業作物などを含むとし(同2粂(f))、多国籍企業所有農地に関する規JE

はこれに含まれると解されるoこれまでの基本政策を転換し、アグリビジネ

スに、内外投資の積極的誘致を前面に掲げている点は、農地改革の方向性の

パラダイム転換と言ってよい。

次に、 AVAの形態に関して、あらたに規則では7方式を選択肢としてあ

げている(表5)0

これらのうちどの方式を選択するかは、農地改革受益者、あるいはそれが
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蓑5　アグリビジネス・ベンチヤ-契約の選択肢

(1)ジョイント.ペンチヤ-契約

投資家と農地改革受益者からなる協同組合または団体が観織し、共同所有するアグリビ

ジネス企鄭こよるジョイント…ベンチャー賀約である。投資家は経営、灰売技術、インフ

ラストラクチャーおよび資本を提供する。合弁企業において農地改革受益者は労働、土地

使用権、およびFr能であれば資本投入を分担する(1998年農地改革省令第9号3粂(lサ。

(2)貸地契約

農地改革受益者が結成した協同組合、または農業労働者組織が地主/投資家と締結する

農地賃貸契約であるo借地人は農地の管風運営を行い契約期間は10年以内であるが両

者の合意で延長できる。借地料は農地改革受益者がフィリピン土地鈍行に支払う上地代金

分割払額を下回ってはならない(1998年良地改革省令第9号3条O))。

(3)栽培契約

農地改革受益者が農地を所有し、協同組合による集合をもって、または個人が.事前に

設定した条件で購入すると契約した投資家、またはアグリビジネス企業のために作物を生

産を成約するアグ.)ビジネス契約である(1998年度地改革省令第9号3条(e))<

(4)マネジメント契約

農地改革受益者または結成した協riJ組合/風紋が、地主または/投資家に農場経営を一

定額または手数料をもって委ねるアグリビジネス契約である(1999年農地改革省令第2

号5粂(ivサ<

(5) BOT方式

投資家は、戊産物の生産、加工、流通に利用する資本財、インフラストラクチャー、

サービス、施設の導入、修復、改良の費用を負担するd　また契約期間に同作業を実施し、

契約終了後はその躯合的所有は、設備、施設の所在する農地を所有する農地改革受益者に

統合される(1999年農地改革省令第2号5条(iii))。

(6)生産、加工、販売契約

農地改革受益者は農産物の生産加工に従事し、それらを直接に融資と技術を提供する投

資家に販売する(1999年農地改革省令第2号5粂ii))<

(7)サービス契約

農地改革受益者は、鎧業徴枕による開墾、耕作.収穫、加工、収穫後作業、およびその

他戯作業のための有料サービス契鍬こ従事する　{1999年農地改革省令第2号5条(iv))。

(出所)農地改革省令各号から筆者作成C

結成する協同組合の判断による。この場合に複数の選択肢を取り入れた複合

契約も許容されている201。具体的には、栽培契約にマネジメント契約、生

産、加工、販売契約、サービス契約を加えた複合契約が一般的である0
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第2節　土地の収用、分配、および土地権利証書の区分

今ひとつの包括的農地改革計画のなかで規定されている条項で、近年注

E]されているのは、土地収用、分配の方法であるO　これには大きくは自主

的農地移転(Voluntary Land Transfer; VLT)、自主的売却申請(Voluntary

OfferforSale;VOS)、強制収用(CompulsoryAcquisition ; CA) ,土地移

転事業(Operation Land Transfer ; OLT)、政府企業(Governmental Financial

Institutions;GFI)の5方法がある(表6)D主なものは前3着であり、その

現状を面積でみるとミンダナオ島全域ではvLTが最大で35.5%、次いで

vosが30.2%となりcAは10.6%あるo　この傾向はカラガ地方でも同様で

あり、ミンダナオ島では農地改革受益者が地主との直接取引、直接支払をい

とわずに選択していることがわかる。またvosが多いのは地主が現金によ

る土地補償の受取を選好する現状がみてとれる(表7)

地主の補償に関しては公正な補償としている(包括的農地改革法17条)o

そして農地価格の評価は,地主、フィリピン上地銀行(LBP)、農地改革省

の3着の合意で決定し、土地面積により決められた現金と債券の割合に応じ

てLBPが地主に支払う(包括的農地改革法18条)o土地代金は農地改革受

益者がLBPに30年の年賦、利息年6%で支払うとしている(包括的農地改

革法26条(2009年一部改正))0

前節のアグリビジネス・ベンチャー契約に関連して重要なのは、農地所

有権移転に際して交付される土地権利証書(Certificate of Land Ownership

Award;CLOA)の形態である。これには、所有する農地を特定できる個

別土地権利証書(individua一 CLOA)と特定が不可能な集合土地権利証書

(CollectiveCLOA)の2方法がある。なお後者に関しては、当初はまず一次

的に集合土地権利証書を交付するとし(1998年農地改革省令第9号第17条)、

包括的農地改革計画強化法(RA第9700号)において、農地改革省に速や

かに当該農地の地籍図の作成を義務付けている(同RA25条)O

その現状をみると、全図レベルでは集合土地権利証=昏交付の面積は全体の

71.0%であるのに対し、タイトル数ではこれが21.1%になる。これは個別七
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義6　土地収用、分配の方法

(1)自主的農地移転(VLT)

直接支払方式(DPS)とも呼ばれるD農地移転取引が直接地主と農家/農業労働者と

で直接になされ(包括農地改革法20粂)、政府の関与は調整機能など最小限となる。土

地代金は.農地改革省に登録、承認をうけるた上で、農地改革受益農民から地主に直接

支払われる(包括的農地改革法21条)0

(2)自主的売却申請(vos)

地主に農地移転を奨励する制度で、そのインセンティブとして当該地主に対し土地代

金の5%が現金支払部分に追加される(包括的農地改革法19条)0

(3)強制収用(cA)

農地改革計画に対する協力の有無に関わらず政帝が地主から農地を収用する方式で

あるO　土地代金は現金と政府金融株閥債券の組合せで支払われ、現金部分は50ha超が

25%、 24ha超50ha以下が30%、 24ha以下が35%である。債券の期間は最長10年(也

括的農地改革法16条、 18粂)O

(4)土地移転事業(OLT)

コメとトウモロコシの小作農地を対象とした農地移転事業。マJレコス政権が1972年布

告の小作農民解放令(Emancipation ofTenant Farmers)が鑑定する事業であり、後続の歴

代政権に引き継がれた(大統領令第27号)0

(5)政府金融機関(GFI)

政府金融槻関が、地主の土地に設定した担保権を行使して収用した土地O

(出所)筆者作成。

地権利証書とは逆転する形になる。この傾向は地方、州レベルでも同様であ

る(表8)O　タイトル当たり面積では、集合土地権利証書は11.83haと、個別

土地権利証書1…24haの約10倍である。このことは規模の大きなプランテー

ションでは集合土地権利証書が多いとの現実を示している。

第4章　アプラヤシ生産と農民組織

前章で述べた土地権利証香の区分が、アグリビジネス…ベンチャー契約の

選択との組合せで現実の農地改革受益農民が形成する協同組合では運営がど

のように展開されているかを実例のなかで検証する。本章では、個別土地権

利証書の交付をうけ栽培契約を選択した事例、集合土地権利証書の交付をう



9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
増
m
t
完
封
l
u
j
o
j
a
y
u
e
で
島
v
j
o
m
a
i
u
i
r
e
d
a
Q
奄
W
)

缶

! ニ

当

∵ ÷

s

O O ○ ○ O
.こ, C , つ̀ ○ ○
O O O くつ ○

u ~
r′ーC ン ゥ C l Tt-
8 . ト o m M
ト O co cc e i

_c F、ート 、0 .′.) N
橿 〉 in 。、 q .

増 ○ く。 O O O
O くつ C, ○ ○

額 亘

*

くつ Cつ ○ くつ くつ

Ji -> 、P M m - (N

IL 卓こ
∴ ∴

N 、a - r>! 、c
rr, 守 - fl-l -一
O、

節

壁

土写

増 喜

・」

= 、こ 、こ;> *-i 3 -
- I .C m -
ト ト ト 0。 。、

醇 甘 rj r j 、。 叫
[-- C >、 .′.ゝ 、。 Ce

喜 一
0。 寸 V ー▼ 寸
r-1 ォ蝣> f > 、JD 00

* 蝣
*

<蝣-) -一 一

封 ±ミ l . 一一 O 0 - .
JlJ ▼- ゥ <n t、 q .

<fc

こ甜

ぜ

蝣E

rl r′、<N r-1 〔

> ^ 0 ..、 -′ーr′ー r′ー
[-- O (N 00 vー

一L 萱ニ 、こ .l .
‡ 遠 、<O *t ォN -一 Ln

0 、 - -

当 O 寸 C , I′一
。、- -tf ト GC

増 芭

」

(N (N (N ▼l.

超 音
W l 00 一 cc ト
..一 寸 r*1 t~- ○

& ゥ - rvj - in

_c t N - t ト.
蒔 .
*

童

卓 ★ ... 寸 - d
く7、

増

N~

*

Cト 0 、〇 〇 O 、
→

3^
3 ?

[̂ 、・o s~~ 、、D 、O

主 ′、
。、くわ o v en en

IIL 卓こ

‡ 遠

4 ?

也

ぎ

音

右 耳
ー Jll

Iゝ t<

ン..

..ゝ
l卜 京

蝣K

f 5 K ÷で 八

要 -」 増 車

′k ;t 態 h

て n ih ト

lE h や

朝

(
拙
醇
町
9
廿
8
0
0
3
)
虫
凶
　
(
V
O
I
U
)
榔
拍
r
L
*
津
守
t
<
d
<
7
¥
u
y
ト
　
の
僻

。
珪
射
u
u
O
J
3
Y
u
v
u
v
.
輸
y
j
o
j
u
s
i
u
:
吉
:
d
3
Q
(
堵
F
(
)

h
v
u
だ
V
Z
O
N
.
S
U
J
。
J
O
D
U
D
p
U
l
f
q
-
0
0
?
冨
6
1
/
3
.
ト
6
1
'
O
E
i
r
e
p
u
≡
l
i
t
U
U
。
J
9
y
p
U
E
-
}
ひ
l
A
i
j
n
q
i
j
j
s
i
p
a
'
a
j
o
s
p
g
d
s
a
i
j
p
u
e
m
a
i
q
O
J
j
.
z
o
o
z
.
S
E
i
i
o
g
(
巌
ヨ
)

r
.
鱗
i
t
3
*
蟹
要
.
d
亡
÷
,
)
)
八
E
:
口
中
0
-
i
^
c
:
a
」
遍
=
1
4
吉
u
I
ソ
蝣
T
S
U
I
"
二
"
Z
L
<
>
¥
?
T
=
;
.
強
電
Z
C
l
/
Z
-
I
t
;

。
)
7
和
軸
エ
J
.
/
4
-
n
擾
v
w
-
#
∴
恥
車
(
I
)
　
(
悲
)

烏

ニヾ

増 京 O O Cつ O O
〇 〇 〇 くつ くつ

ぜ

s

醍 喜

一旦

▼, a . ニ r*-¥ r*ー
C0 、、0 。、 ▼一 〇
ゥ V I Tt" I′.I -
ゥ Tf OO 。。 00in to i′1 L′、 M

区 i Z 子 吟 ゥ <n t-~ 寸

」

髄 (

朝

憲 昌

増 じ

s

C ン O くつ rl c 、

塔 ぎ

ー巨

Cン O 一.l. 0、 0 、
r一1 0 、 寸 ゥ e">
^ TT ▼..一 q . 寸

J。 。。 c r- u-i

ォ 日 夏

哩 )

醍

O CB 、。 - ド

騎

A

$ p ^

朝 E]

-3- - 00 - 01。

甘 喜 E . 巨 ミ ミ 茸

蝣u s 卓
ド - ll′一 、. N
t~~ (N

朝 貢 卜 0 、 in ゥ <N

<
U

亘

号 ★

m

在 京 - ゥ 、。 .q . ト主
N 。、 O ー・.一 くつ

召邑
層

fサi - a、 "* (N
ォ5 L′ーrq

壬 . 増 N c 、 r~- o <n

掃

1tg 品

慧 呈

i_ ~5

響 ′l

磐 芭

o ui in N ォ
〔 寸 C l C l - ・

蛋 互 寸 - u~.ー O r′ー
CI、 トi O -サ 、ご
くつ 、c Ch ト ー′.I

.≡
、O 蝣*蝣O oく, q .

軽 i l 子 l′一 寸 1̂ <N I′ー

習

+

てこJ

智 OY

E

i/-* O こト ト ま
r1 r 一 r * c i 寸

暫 富

,呂

N ▼- o >、 、̀, 0
0。 ト Q . 寸 q .
C , 、。 r̂ f-~ 、8

チ f*l - ～ .l .

fe

^ =s
i ll

ーゝ T<

′ゝ

. ーゝ
lt、 京

土 R Iト

野 繋 = T< 八

章 軸 T*5 賀 4^ 車

埋 封 ;t 童 も

.k ーk n 恕 ト

ネ r v卜

h h 宋

′、

(
拙
宵
q
Z
L
廿
l
o
o
?
)
a
f
E
.
H
O
T
ぎ
T
 
L
僻



30　　国際関係紀要　第20巻　第1・2合併号

け栽培契約を選択した事例、同じく集合土地権利証書の交付をうけ貸地契約

を選択した事例の3事例を取り上げる。

第1肝　個別土地権利証交付の協同組合と栽培契約(NARCICO)

(1)日本政府の支援を受けた協同組合

ダパオ市中心街から北東87kmにコンポステラ・バレー州ムニシパリ

ティ・ナブントランがあり(図1)、この地に所在するナブントラン農地

改革コミュニティ統合協同叙合(NabunturanAgrarianReform Community

Integrated Cooperative: NARCICO)は既存の4協同組合(pugtusang Multi-

purpose Cooperative (MPC), Magading MPC, Magsaaysay MPC, Basak

MPC)が統合され、 1999年に協同組合開発庁(Cooperative Development

AuthorityこCDA)に多目的協同組合として登録されている。

NARCICOは、同地区に農地改革省の支援をうける農地改革コミュニティ

(ARC)として認定されており211、日本政府の円借款プロジェクトである農

地改革インフラ支援プロジェクト…フェーズI (AgrarianReformInhstructure

Support Project Phase I : ARISP-I)の対象ARCとして指定されているo

NARCICOは現在の組合員数は987人(当初は422人で発足)、うち822

人が農地改革受益農家で、面積は3273haである。このうち1150haがARISP

施設を利用してのコメ生産であり、 IOOhaがARISPにより建設の共同荘厳シ

ステム利用であり、 IIOhaが小規模溜池荘概の利用である。さらに420haは

ココナツ栽培農地がある。残りは根菜類、バナナ、果樹が植わっている未開

拓地であるD　この未開地をアプラヤシ・プランテーションとしたo

ARC対象となった農地は、当初地元のモンテビスタ農相銀行(Rural Bank

of Montevista)が抵当権を行使して所有していたものを包括的農地改革計画

の対象とし、フィリピン土地銀行(LBP)が同農相銀行から買い上げ、これ

を自主的売却申請(vos)として受益農民に、 8000ペソ/haでもって分配

したものである。利率は年6.0%,返済期間は30年であり、個別土地権利証

香(IndividualCLOA)が交付されており、各農家の所有面積が明確になって
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いるo

NARCICOtう号ARISP-Iを通じて整備、強化された理由は3点あり、第1

にハードインフラとしての経済インフラである。淀淑施設はコメなどの農

産物の生産性を急速に改善し、コメの年間収量は4.3mt!haに達している

22)また、コメの貯蔵倉庫や天日乾燥場などの収穫後処理施設(Post Harvest

Facility: PHF)が作られ収穫後の品質管理が容易になった。さらに市場アク

セス農道(Farm Market Road: FMR)が整備され出荷にかかる輸送時間、コ

ストを減らすことができたO

第2に、ソフトインフラの整備である。 ARISP-Iでは農協や湛淑水利組合

などの組織強化にも努め、運営体制作り、資金管理、事業計画策定などに仕

民とともに取り組んできている。その成果は、農民主体による農産物の生産

図1ミンダナオ島全図
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管理やインフラの運営・維持管理において大きな力を発揮してきた。

第3に、既存の4協同組合の社題を克服したうえで統合し、規模の経済の

利点を発揮することができた。

以上のようなARISP-Iによる成果を基盤にして、 NARCICOが大きく事

業展開することとなった。すなわち、アブラヤシ生産が、 1996年に円借款

による金融支援プロジェクトである農村…農地改革支援政策金融事業(Rural

FannersAgrarian Reform Support Credit Program: RASCP)の対象となり、開始

されたのである　RASCPは、フィリピン土地銀行(LBP)を通じて営農資金

を融資するもので、 NARCICOでは、これを元手にアプラヤシ苗を購入し栽

培に着手した。アブラヤシ生産はAgusan Plantations, Inc. (API)の子会社で

あるアグミル・フィリピン社(AgumillPhilippines,Inc. :AGPI)との契約栽

培により取り組まれており、同社の技術指導の下に栽培農家への指導が行わ

れ事業は拡大され、当初はIOOhaであったアプラヤシ…プランテーションの

規模は現在254haに拡大しているO

(2)契約栽培に対する農村・農地改革支援政策金融事業融資

アプラヤシ・プランテーション面積は279haで、組合員は131人である。

組合員は全員が農地改革受益者である自作農家であり、原則として、小作農

家は除外されているが、自己資金調達が可能であればプログラムに参加でき

るとしている。

アプラヤシ生産は、前述のとおり、 AGPIとの契約栽培により行い、 AGPI

の支援は、生産技術指導、流通、および種子の提供である。生産に関しては

AGPIが技術指導を行い、生産したパーム果房(FFB)は全量AGPIに売り

渡す　2001年にNARCICO、 AGPIおよびフィリピン土地銀行(LBP)で交

換した生産、技術、販売の三者合意は25年間の協定であり、付帯事項とし

て、品質に関する事項、および価格に関する事項の2点が含まれている。す

なわち、この契約はマネジメント契約、生産、加工、販売契約、をも加えた

複合契約でもある。
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品質に関する付帯事項では成熟度および鮮度を重視しており、収穫した

FFBは、その日のうちに製油工場に搬入し、 2日以上たったFFBの売り渡

しは拒否されるとしている(表9)0

表9　NARCICOとAGPIとの晶質に関する契約付帯事項

(1)成熟度

①未成熟:実の落下が10%以Fのもの

⑧過熱:実の落下が50%以上のもの

③搬入に際しては15%以上の未成熟パ-ム、 30%以上の過熱パームを含まない。

(2)鮮度

①F F Bは収穫したt=こ製油工場に搬入するO

②収穫から2 fl以ヒたったFFBは売り渡しを拒否される。

(3)汚典

①FFBが外部の汚染物質に汚染されてはならない

-;'蝣輯-*1*しいドドTlは.;Lll沌L tfrftされる、

(4)軸の長さ

①軸の長さは5 cmとする。 Bunchのもとから測定する

(出所) Production, Technical and Marketing Agreement (Tripartite Agreement signed by

NARCICO, Agmil Philippines and Land Bank of the Philippines on November 22. 2000)から筆

tV tォiL

価格に関する付帯事項では、その算定式が提示され、採油率のガイドラ

インが明示されている。パーム粗製抽(CPO)の国際市況に対応して売渡価

格が決められていることがここでわかる(表10),買手による買い叩きに歯

止めがかかっているとみてよいoただここで明らかになったことは、買手の

AGPIにおける利潤は、 cpo国際価格から加工費を除いた額の15%であると

の点である。

資金融資に関しては、 LBPが実施し、前節で述べた円借款援助の農村.

農地改革支援政策金融事業(RASCP)のうち技術援助貸付支援プログラ

ム・受益者開発(Technica一 Assistance / Credit Assistance Program- Bene丘ciary

Development:TACAP-BD)を適用しているO　これは、 LBPが70%、農地改
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革省が25%、 NARCICOが5%を負担するとし,聴額492万ペソである。

AGPIの計画では、 12年間の収穫サイクルが好ましく最初の5年間は据置期

間になる。フェーズIでは2001年から2011年まで(据置期間2001年から

2005年まで)となるo　また、フェーズⅡでは2007年から2019年まで(据

置期間2007年から2012年まで)としている。フェーズIの融資枠は、 4万

義10　NARCICOとAGPIとの価書削こ関する契約付帯事項
(1)FFBの価格(lmt当たり)

[(AxBxC) + (DxE)-F]x85%

A-搬入した作物からの搾油工場における実際の搾油寧(OER)

B-製油工場のパ-ム租製油(CpO)のドル建て売渡価格

C-外国為替換算率(ペソ/ドル)
D=製油工場におけるパーム横軸(PKO)の実際の採油率(KER)

B-製油工場のパーム核油(PKO)のペソ建て売渡価格
F-契約時の製油工場における加工費FFBlmt当たり600ペソ

FFB=Fresh Fruit Bunch

CPO- Crude Palm Oil

OER=Rati0 °f CPO extracted from FFB

PKO- Palm Kernel Oil

KER=Ratio PKO extracted斤蝣om FFB

(2) O E R および K E R に関するガイ ドライン

アプ ラヤシの樹 齢 (午 ) O E R (% ) K E R (%

3 一、′4 5.0 3.0

4 ~ 5 17.0 3…4

5 - 6 9.0 4.0

6 、.7 20.0 4.0

7 J〉 11 20.5 4.0

12 ー4 20.0 4.0

15 以上 8.0 4.0

(出所　Production, Technical and Marketing Agreementから筆者作成O

9000ペソ/haxIOOha-490万ペソである。なお、フェーズⅡの融資枠は、

6万ペソ/haxIOOha = 600万ペソが計画された。

融資条件は、年利12%にLBPのサービス手数料として2%が加わり、さ

らにNARCICOのサービス手数料2%があり、利用農家の最終金利は年16%

となるD融資金は一括してNARCICOに融資され, NARCICOから個々組合



フィリピンのアプラヤシ生産と農民粗放　　35

月が借入、返済することになる。

現状では、フェーズⅡの融資が2007年から実行されており、 LBPによる

と6万ペソ/haは3年分として融資されたものであり、実際には10万ペソ

/haが必要であるO　したがって、 LBPはNARCICOの出資金など自己資金

の運用を指導している。

アプラヤシ・プランテーション面積のうち、 200haがLBPの融資対象

で、 Ilhaはトレントの地場銀行であるFirstConsolidated Bankの融資を受け、

68haが自己資金による手当をしているO

(3)アプラヤシ事業収益

NARCICOの事業収入は、関係者から聞耽りによると2008年に、アブラ

ヤシ事業では、アプラヤシ事業I、事業Ilを合計した売上は1480万ペソで

あり、これから売上コストを除くと租利益154万ペソとなるo　これから利

子収入を加え、事業運営の事務経費を除くと3万1425ペソの純利益となる

(表11).

ところが売上コストには、肥料コスト、サービス手数料(融資薪の2%)、

マネジメント手数料(CPo基準で0.10ペソ/kg)トラック輸送料(同0.60

ペソ/kg)が含まれているO　これらは事務経費とあいまってNARCICOの

他の事業収入に組み入れられる。

実際にはNARCICOの事業は消費財販売、コメ買上事業、ポストハーベス

ト樺材貸付など多岐に及び、 2008年のサービス所得は、 11事業から計174

万ペソに達し、 NARCISO所有の積載量14トントラック(写真3)を使用し

てのトラック輸送料だけで126万ペソもある231a　これらの総合利益剰余金

から強制準備金などを控除し内部留保とし、残余は出資金利息あるいはパト

ロネ-ジ基金配当として組合員に配分する。

NARCICOの2008年12月現在における出資金、強制積立基金などからな

る資本金額は1829万ペソにも達しているO組合員1人当たり2万23ペソと

なっている24)
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表11調査対象協同組合-隻
NARCICO

〔協同組合組織〕

(所在地)
Poblacion, Nabunturan,

Compostela Valley

(事業範閉)多目的協同組合
①アプラヤシ,②消費財,③
食事,④上水事業,⑧ARC
用地,⑥pHF,⑦瑠池蔽概I ,
⑧同Ⅲ ,⑨コメ取引,⑲家畜
貸出,⑪トラック輸送

(組合員数)
987人(うちARB822人)

tり叙iftiffi '
3,273ha(うちARISP l.lSOha)

(CDA登録)
1999 ip

(CARPの通用)
個別CLOA,VOS, 2001年

(土地評価額)
8,000ペソ血a

〔アプラヤシ生産〕

(AVA )

栽培契約(AGPI)

(組合員数)
131人(全月ARB)

(面積)
279ha (Phase I IOOha)

(生産量) (2008年FFB)

SACARBEMCO

〔協同組合範織〕

(所在地)

API ARBMPC

〔協同租合組織〕

(所在地)
Tubo Tubo, Moncayo, Manat,Torento,AgusandelSur

Compostela Valley

(事業範閉)多書的協同組合(事業範用)多目的協同離合
①アプラヤシ,②ゴム,③食
事, ④小規模貸金事業⑤サー
ビス提供事菜

(組合員数)
145人(うちARB93人,準
組合貝52人)

(対象面積)
483ha(う　ちアプラヤシ
IOOha,ゴム380ha)

(CDA発録)
1994年

(CARPの通用)
集合CLOA,VOS,1996年

(土地評価額)
43,735ペソ(DBPが地主に
3,000,000ペソ敵資)

〔アプラヤシ生産〕

( AVA)
我増契約(AGPI)

(組合員数)
30人(全員ARB)

(面積)
l OOha

(生産量) (2008年FFB)
2,462.87mt!100ha=24.,62mt/ha　2,2I4.07mt/IOOha=22,14m軸a

(phase I )

①アプラヤシ,②消費財,⑧
貸金事業

(範合員数)
475人(うちARB362人)

(対象面積)
l ,427ha

(CDA登録)
1991年

(CARPの適用)
」Ih CLOA,VOS,1991 ^

(土地評価額)
6,000ペソ爪a

〔アプラヤシ生産〕

( AvA)

土地リースバック契約
CAP!),42年臥　年間賃貸料
3,500ペソnla

農業労働者として従事0
50haのみ契約栽培(API) ,

(組合員数)
475人(うちARB362人)

(面積)
1 427ha

(生産量) (APIの2009年推
計^3j:
18mt/ha x 1 427ha　ここ

25,686mt　全面輯分)
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(受入融資)

RASPIとして4,929.340ペソ
(う　ちLBP50%,DAR25%,

Coop.Fund 5%)

(所有輸送横器)
13トントラックl台

(アプラヤシ事菜売上) (2008
午) (PhaseI, tI)

売上14,803,283ペソ(58,290
ペソ/ha)
粗利益1,545,556ペソ
純利益31,425ペソ

(アプラヤシ農家所得) (2008
午)

(貴人融資)　　　　　　　(受入融資)
LBPから生産融資6,000,000 APIか　ら　の生産融資

5,000,000ペソ

(所有輸送機器)
14トンニッサントラック

_　rr

(アプラヤシ,ゴム事業売上)

(200 7年)
FFB売　上8,948.561ペ　ソ
(89,485ペソ/ha)
ゴム売上7,713,174ペソ
(20,297ペソ爪a)

(アプラヤシ段家所得) (2007 (ARB親合員良家所得) (2008
午)　　　　　　　　　　　年)

①アプラヤシ事業収入　①配当アプラヤシ事業のみ①地代配分
80,916ペソ/人　　　　　　73,515ペソ/人　　　　　　3,500ペソ/ha x 3ha x 79%
②配当I23ペソ/人　　　(配当ゴム事業のみ28,068 -8,300ペソ/人
計81,039ペソ/人　　　　　ペソ/人)　　　　　　　⑧収穫など農園労働

配当その他3事業4,286ペ160ペソ!人　B/26日xI2
ソ/人　　　　　　　　　　　月=49,920ペソ/人
計79,664ペソ/人　　　　　②配当252ペソ/人

(投資事業)
アプラヤシ農地Ilhaを恥入。
資金470,000ペソは外部調
&　lft.'i l勺こ写i'.tf lttt S iゝ

流用

計58,427ペソ/人

(出所)各協同組合関係者からの聞取りo

写真3　ヤシ果房を輸送するNARCICO所有のトラック
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(4)アプラヤシ生産農家所得

アプラヤシ生産農家の収入をみる　2008年時点では、組合貞良家聞取り

によると、平均農家のFFB収穫量は24.62mt / haであるo平均面積は2.12ha

(279ha/ 131ARB)、平均価格は5447ペソ!mtであるから年間収入は28万

4302ペソ(5447ペソ/mtx24.62mt/hax2,12ha )となる。平均的生産コス

トはこの35%であるから、純利益は18万4796ペソとなる251。フィリピン

土地銀行(LBP)に対する開発コスト融資返済額が10万3880ペソ(フェー

ズI融資額4万9000ペソ/hax2…I2ha)であるからこれを差し引くと、 8万

916ペソが手元残高になるo　これがNARCICOの場合におけるアプラヤシ事

業の平均的農家所得になるO　この場合、 FFB出荷時の計量値で個人分の売上

額を算出し、これから生産コストを差引いて個別農家に支払う。

また,この時点において、 LBPからの融資返済が確実に実行されているこ

とが確認できる。

以上に加えて、アブラヤシ生産農家には、純利益の配分があるO出資金利

息およびパトロネ-ジ基金配当とし純利益の70%、 12万1551ペソであるo

組合員l人当たりでは123ペソ(17万3645ペソ×70%÷987人)になる。

以上を合計するとアブラヤシ生産農家所得は年8万1039ペソに達する

(表11)。

(5)自立にむけた投資を開始

NARCICOは、 2007年から2009年までの間に、将来的な展望にたって、

アプラヤシ栽培用地としてIlhaを47万ペソで調達しているo　このための資

金は外部から借入れているD　これまでは、 ARISP-1の実績および、その実

績を踏まえて導入されたRASPIの技術支援をうけてきたが、ここからさら

に自立した多目的協同組合への歩みに着手した。

第2節　集合土地権利証交付の協同組合と栽培契約(SACARBEMCO)

(1)旧プランテーション経営陣を加えた協同組合



フィリピンのアプラヤシ生産と農民組織　　39

ダパオ市中心部から北東約100kmにコンポステラ・バレーfflムこシパリ

ティ・モンカヨがあり(図1)、このバランガイ(柑)・トポトポにサルミエ

ント・フィリピン包括的農地改革計画受益者組合(sARPHILCARPBeneficial

Association ; SACARBEMCO)が位置しているo

SACARBEMCOは、サルミエントフィリピン社{SarmientoPhilippines.

Inc.; SARPHIL)のゴム…プランテーション労働者を主たる構成員として

発足し、 1994年に協同組合開発庁(CDA)に登録をした協同組合であるO

組合員数は145名(消費事業に参加する52名の準組合員を含む)、面積は

483haである　2001年には国際協力機構(JICA)の草の根無償供与を受け、

2階建ての自社建物を建設している(写真4)。同建物は組合事務所、組合員

集会所、同研修所、保育所に利用されている。

サルミエントフイ1)ピン社はサンJレミエントー族の3兄弟の所有で

あったが、同社のゴム・プランテーションが包括的農地改革計画の対象

となり、 1991年から1996年まで交渉が継続され、最終的に自主的売却

申請(vos)によりプランテーション労働者を対象に集合土地権利証書

(Collective CLOA)が交付された。交渉は難航したが土地評価額は2015万

ペソでSARPHILが合意した　LBPに対する年賦返済は30年、年利6%、

写真4　SACARBEMCOの総合集会所
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月額15万7500ペソとなる0　年斌返済はsACARBEMCOが一括して実施

する。この交渉と相前後し、上述のように、農地改革受益者農民による

sACARBEMCOが発足したQ　この間の経緯は筆者による論文を参照された

い26]さらに特徴的なことは、この協同組合経営幹部に旧サルミエント

フィリピン杜で働く社員が加わったことであるo　例えば、 SARPHILの地区

主任(Area Supervisor)はSACARBEMCOの組合長に就いているoすなわち

SARPHILにおけるプランテーション経営に関する経営技術・情報が、その

ままSACARBEMCOに引き継がれていた271。加えて、この過程を考察する

に指摘しておくべき事項は、農業・農村開発問題で全国的に活動を展開して

いるNGOであるPhilDHRRAの全面的な支援があった28)a　この経験がAVA

での栽培契約の成功につながっている。

(2)ゴム栽培の一部をアプラヤシに転換

前述のとおり、 sACARBEMCOはその発足以前からゴム栽培をしてきて

おり　SACARBEMCOの発足後もゴム栽培を継続してきたo

しかしながら、その後、 2005年にアブラヤシ生産にも着手している0

2009年現在では、 483haのうち、 156haが従前どおりのゴム農園として継続

され、残りの327haのうち224haが新規拡大されたゴム農園である。ゴム

農園の拡大はフィリピン土地銀行(LBP)と農地改革省のプロジェクトであ

る「アグリソリューション」 (AGRISOLUTION)により取り組まれ、同プロ

ジェクトは世界銀行による資金援助をうけ実施された。残余のうちIOOhaが

アブラヤシ事業であるO　アプラヤシ事業に関しては2004年にLBPから600

万ペソ、年利12%、手数料2%で生産融資を受けている。

アプラヤシ導入に至った理由は、以下の5点が挙げられる2㌔　第1に,

アプラヤシ栽培の高い生産性であり、後述のとおり収益性も高い。第2に、

パーム油需要の増大による市場の拡大が見込まれることである。第3に、ゴ

ム栽培地の形状は傾斜地であるが、これをアプラヤシ栽培に利用できること

であるO第4に、ゴムの種類のうち高品質で高価格なラテックス(latex)坐
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産には、遠心分離装置など機材設置が必要であるが、ヤシ油にはこれが不要

であるO　第5に、ゴムは老木が多くなっていて、ゴムの質が劣化しているこ

と、であるQ

アプラヤシ生産に関しては、アグミル…フィリピン社(AGPI)との契約

栽培により生産しているo　このための契約条件はNARCICOの事例と同じで

ある。

契約栽培であるから、アプラヤシのパーム果房(FFB)の全墓をAGPIに

納入しているo　このため、 SARCARBEMCOは積載量14トンのニッサン・

トラック2台を所有している。また、 FFB売渡価格は覚書にあるとおり、

パーム租製油の国際価格にリンクし設定されている。

一方、ゴムに関しては、 SACARBEMCOとサルミエントフィリピン社と

の契約栽培の覚書は失効し、現在は覚書なしでパイオニア・エンタープライ

ズ社(PioneerEnterprise Inc.)に直接生産物を納入している。

(3)組合員所得は純利益の均等配分で確保

SACARBEMCOの2007年度の事業収支に関して、総売上ではアプラヤシ

事業のFFB龍売上額は894万8561ペソ、ゴム事業の総売上771万3174ペ

ソである30)。これを単位面積あたりでみると、アプラヤシ事業が8万9485

ペソ/ha(894万8561ペソ÷ lOOha)、ゴム事業は2万297ペソ(771万3174

ペソ÷380ha)と、アプラヤシ事業の生産性の高さが明白である(表ID.

SACARBEMCOのアプラヤシ事業に関しては、純利益の算出は生産して

納入したFFB価格を鎗売上とし、これから厄接散布肥料、直接収穫労働、

抵接肥料散布労働のコストを差引いた売上収入から、利子収入などその他収

入を加え、事務管理コストを差引いたものを純利益としている。すなわち、

肥料、直接労働はSACARBEMCOの事業として独立させてない0

以上の方式でみると、 2007年度のアプラヤシ事業の純利益は315万643

ペソ、ゴム事業は252万6125ペソである31㌧　これを単位面積あたりでみる

と、アプラヤシ事業が3万1500ペソ仙(315万643ペソ÷ lOOha)、ゴム事
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業は6,647ペソ(252万6125ペソ÷ 380ha)とアブラヤシ事業の収益性の高

さは明らかであるo

sACARBEMCOの組合員の所得は純利益の均等配分で確保されているo

収益性の高いアプラヤシ事業では、出資金利息とパトロネ-ジ基金配当は、

7万3515ペソ/人となる(315万643ペソ×70%÷30人)になるO　これに対

し、ゴム事業の出資金利息とパトロネ-ジ基金配当は2万8068/人ペソ(252

万6125ペソ×70%÷63人)となるo

これ以外にも、消費事業、小規模融資事業、貸付金事業など3事業分の純

利益配分は32㌧ 4,286ペソ/人(88万7953ペソ×70%÷ 145人)となるO

これらを合計するとアプラヤシ生産農家所得は年7万7801ペソとなる

(表11),

この場合にNARCISOのような事業収入と異なるのは、純利益配分であ

り、純利益から強制積立(一般準備金15%、教育研修費用準備金15%,の

30%が除かれた額が組合員に配分されるとの点であるo

また、準組合員52人には土地ペースの配当はない331このためプラン

テーションの収穫労働、肥料散布に従事することによる賃金、 7540ペソ

/人.月　{290ペソ×26日)を得ている。これに関わる各種社会保険料が

sACARBEMCOにより負担されているO

第3静　集合土地権利証交付の協同組合と土地貸借契約(API…ARBMPC)

(1)分配された土地をリースバックした協同組合

アグサン・デル・スル州ムニシパリティ・トレントはダパオ市中心街か

ら北東約160kmに位置し(図1)、このトレントにアグサン・プランテー

ション社(AgusanPlantations,Inc. (API)の子会社アグミル・フィリピン社

(AGPI)パーム製油工場がある(写真5)o　この工場には隣接してアプラヤ

シ育苗場(写真6)がある。

これに近接するAPl農地改革受益者多目的協同組合(API Agrarian Reform

Bene丘cities Multi-Purpose Cooperative: API-ARBMPC)は、 1989年に創設さ
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写真5　7グミル・フイIJピン社の製油工場(トレント)

写真6　アグミル・フィリピン社のアブラヤシ育苗場

れ、翌1991年に協閲組合開発庁(CDA)に登録されている。現在の組合員

は475人で、うち362人が1991年に包括的農地改革計画の適用により集合

土地権利証書(CollectiveCLOA)の交付をうけているO

土地は製油工場のあるムニシパリティ.トレントに所在し総面積は

1982haに及んでいるが、うちCLOAの対象となったのはその72%、 1427ha
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である.同農地は1980年代までアグサン・プランテーション社(API)が

40%、 NDCが60所有するプランテーションであったo　同プランテーション

がCARPの適用を受けてプランテーション農業労働者に移管され、農地改

革受益農民からなるAPI-ARBMPCが設立、発足したのであるo

API-ARBMPCの最大の特徴は、面積の1427haがAPトARBMPCからAPI

に貸与(リースバック)されている点であるo　そして契約期間は2039年

までの42年間、年間借地料として3500ペソnlaが支払われているO　農地改

革受益農民である組合員1人分の平均土地面積は3haであるから、 1万500

ペソ/1人に相当する。すなわち、毎年1427ha分の499万4500ペソがAPト

ARBMPCに支払われることになっている。

契約期間は当初2032年までの35年間であったが、 2006年に7年間延長

されているo　これはAPI-ARBMPCの農地のうち50haをAPI-ARBMPCが取

り組むアブラヤシ開発プロジェクト用地にあてる条件として、 APIがAPト

ARBMPCに無利子で500万ペソを融資するとの契約変更に伴うものであっ

た。ただし、この500万ペソは2007年からの7年分割で、上述の借地料か

ら差し引いて返済されることになっているO

一方、組合員はAPIにアブラヤシのプランテーションに農業労働者とし

て雇用されており、 206ペソ/日/人の賃金を得ている。

(2)貸付事業が主たる活動

API-ARBMPCが農地改革受益農民の組織として発足したものその運営上

の最大の課題は、土地代金の支払いであった　API-ARBMPC関係者からの

聞取りによると、 1991年時点では、土地評価額は6000ペソAlaであったか

ら総額は856万2000ペソで、フィリピン土地銀行(LBP)に対し、利息年

6%、 30年間分割返済であった。当然のことであろうが、 APトARBMPCに

はこの分割返済の資金的余裕はない。結論的には1996年に、 1989年から96

年までの7年間分の返清として97万ペソを第1回返済として実行したもの

のそれ以降の返済はない。
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確かに年間借地料として、約500万ペソの収入があるが、これは全額そ

のままAPI-ARBMPCの収入となるわけないO実際には、前項で述べたとお

り、地代は平均1万500ペソ/人で、このうち500ペソがLBP分割返済金

(組合員総額で23万7500ペソ)として控除されている。残りの1万ペソは、

事務経費1000ペソ、資本金留保500ペソ、組合貯蓄100ペソ、葬祭基金積

立100ペソの計1700ペソを控除した8300ペソ/人(受益農民総額で300万

4600ペソ)を受益農民に直接配分しているOすなわち地代収入総額の79%

を受益農民組合員362人に直接配分している。

API-ARBMPCの活動は、 2事業がある。サリサリストア経営(写真7)な

ど消費財事業と貸付事業である　API-ARBMPC関係者によると、これらに

よる収入は2008年に消費財事業が9万9409ペソ、貸付事業が49万6495ペ

ソあり、事業支出を差引いた純収入では、消費財事業が2万9940ペソ、貸

付事業が30万9318ペソあるMl。 API-ARBMPCの主たる事業は組合員に対

す資金貸付活動にある。

アブラヤシ開発プロジェクトの50haからの生産をみるとアプラヤシ収穫

は2010年1月から収穫され、調査時点ではまだ収穫されてないG　また、組

合員は農業労働者であるから、貸与した農地で収穫された生産物はすべて

写真7　APトARBMPCが経営のサリサlJストア
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APIに擬人され代金の支払がないのは当然であるo　また、プランテーション

での労働提供はAPI-ARBMPCの事業に計上されていない。

2008年の固定資産は農地I427haは856万ペソ、アプラヤシ開発プロジェ

クト農地50haは185万ペソとなっているO　また、固定負債に長期債務459

万ペソあり、これはAPI-ARBMPC所有土地を揖保としてフィリピン土地銀

行(LBP)から受けた年利6%の融資の残額である35)

主たる余裕金である資本金をもって、組合員貸付金の原資にあてており、

これによる貸付金利子収入が2008年に44万ペソになったのである。この結

果、 34万ペソの純収入を計上し、これを組合員の教育研修事業基金に積み

立ててきたという構図が明らかになったO強制貯蓄基金の残衝は2008年に

は50万ペソに達していた。

(3)協同租合は安定的な土地借料収入に依存

上記の結果からみたAPI-ARBMPCの農地改革受益農民組合員l人当たり

の収入は、次の3点から構成される。なお、アプラヤシ開発プログラムの用

地50haからは未だ収穫はなされておらず、この部分の収入はない0

第1に、地代収入の配分であり、年10,500ペソ×79%-8,300ペソとなるO

月単位では831ペソとなる。

第2に、出資金配当およびパトロネ-ジ基金配分として純利益11万9892

ペソ×70%-11万9892ペソであり、 252ペソノ人(11万9892ペソ÷475人)

となる。月単位では21ペソとなる。

第3に、日雇労働の貸金は月単位で、 160ペソ!人×26 H -4160ペソ/人

となり、年間4万9920ペソである。

以上を合計すると、月単位では4,889ペソ/人、年間5万8427ペソとなる

(衣ll)。

基本的にはアプラヤシ農業労働者から構成されているD　アプラヤシ農業労

働者はリスクをとらない。リスクをとるのは、プランテーション経営側で、

APIは栽培技術、資材購入、 FFB販路などすべてを管理している。 API関係
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着によると、 API-ARBMPCには、アプラヤシ開発プロジェクトを促し、 500

万ペソの資金の手当、 50haの農地における契約栽培など農民の自立性付与

を誘導しているが、組合は地代収入に依存しており、新混開発プロジェクト

には様子待ちの態度であり対応に苦慮している。

第4節　小括

本節では、本章での結論を登埋するo最初に指摘する必要があるのは、農

地改革受益農民は当該土地代金をフィリピン土地銀行(LBP)に年利6%、

30年年賦分割支払をしなくてはならない点である。この場合、 LBPから土

地代金の融資は受けられない。また土地代金を地主と交渉し、かつ直接地主

に支払うという自主的農地移転(VLT)あるいは直接支払方式(DPS)を選

択する余地はない。実際に今回の調査対象の3協同組合とも農地収用、分配

方式は自主的売却申請(vos)であった。それでも土地代金の支払をする資

金的余裕をなくし、年耽返済をできなくなったAPI-ARBPMCのような協同

組合もあった。また資金計画で対応に苦慮している事情は他の協同組合も同

様でSACARMEMCOはパーム泊価格の低迷時には返済計画の再編をLBPに

要請している。 NARCICOにおいては、同様な周辺環境にあっても、返済は

計画どおりであったo土地代金年戯返済は基本的にパーム油の生産量、価格

に依拠しているのであるO

次に考察されなくてはならないのは、アプラヤシ…プランテーションの

協同組合がアグリビジネス・ベンチャー契約のどれを選択したかとの点であ

るo

農地改革受益農家(あるいは農業労働者)が交付された土地権利証番が受

益農民の土地を特定できる個別土地権利証書であるのか、土地を特定できな

い集合土地権利証書であるかによってアグリビジネス・ベンチャー契約の

選択の範囲が限定されとの点である。 NARCICOの場合には個別土地権利証

杏であり栽培契約を選択するD農家が自らの土地を特定できることは、その

農地で生産されたアプラヤシはその農家に帰属することになるから生産増加
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に対するインセンティブが働く。これには、 ARISP-1、 RASPIなどの技術

支援が奏功したものであるo　またアプラヤシ収入は工場納入時の計量に応

じて、生産コストを差引いて個別農家に支払われる。これは最終的には農家

所得の増加に反映する。協同組合経営で先んじているのはNARCICOで、協

同組合事業の多角化をすすめかつ事業ごとに独立して損益勘定を設定してい

るO

これに対し、集合土地権利証書を交付されたSACARBEMCOにおいては、

契約栽培を行っているO　これが軌道に乗ったのはSARPHILからの経営陣の

指導でゴムの栽培契約の軽験があるからである。またNGOの指導もあった。

しかしながら、自らの土地を特定できないために生産量を受益農家組合員が

均等配分するO　この場合には、農家所得は最終的なアプラヤシ事業の純利益

の配分となる。

ここで指摘できるのは、 SACARBEMCOにみるように、集合土地権証書

の交付の場合でも栽培契約の選択をすることも可能であるとの点であるO栽

培契約で協同組合が守るべき条項は、 24時間以内にパーム果房(FFB)の製

油工場搬入である。 NARCICO、 SACARBEMCOの両協同組は自家用の大型

トラックを所有している。

一方、集合土地権利証番を交付のAPl-ARBMPCの場合には、農家が自ら

の土地を特定できないO　そして協同組合による所有となった土地を旧プラン

テーション地主にリースバックする売却地賃貸契約を選択したo契約栽培に

取り組み生産増加をはかる意欲を欠落し、土地借地料に依存してしまう。こ

のことは、アプラヤシの単位面積あたり生産量に反映しており、 NARCICO

は24.62mt/ha、 SACARBEMCOは22.14mt/haであるのに対し、 API-ARBMPC

は工場側のデータでは18…OOmt/haとなっているo

農家所得の内容をみても、 API-ARBMPCは、従前どおりのプランテーショ

ン労働者としての賃金になってしまう。

以上を総合して、 3協同組合の年間農家所得を比較するとNARCICOの8

万1039ペソ、 SACARBEMCOは7万7801ペソで,これらを下回ってAPI-
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ARBMPCは日額労働で収入を稼ぎ5万8427ペソとなる。

将来展望を埼まえた課題は、いかにして協同組合がアグリビジネス・ベン

チャー契約において企業家精神を発揮できるかである。あるいは発揮させる

かである。 NARCISOにおいてはIlhaの独立したアプラヤシ・プランテー

ションへの投資を行っている。 API-ARBMPCにおいては、プランテーショ

ン経営側からAPIは50haのプランテーションでの契約栽培を奨励し、この

部分にアグリビジネス…ベンチャー契約をしたO　ここでのプランテーショ

ン経営側における関心事は、契約栽培による生産物の安定的確保なのであ

」*サ

終　章

本論文が明らかにしたのは以下の5点であり、最後に筆者の提言を述べ

る。

第1に、アプラヤシ生産に関しては他の商業作物にはない特徴があるo

パーム果房(ffb)は、収穫から24時間以内に製油工場で加工しなければ

ならないとの点である。このためアプラヤシ…プランテーションは製油工場

と近接して配置される必要があり、またFBBを搬送する輸送手段として大

型トラックを利用できる体刑が必要である。加えて、一定の収穫量をまとめ

るためのローテーションの構築には協同組合の形成が不可欠である。かくし

て、こうした協同組合によるアプラヤシ生産方式は、仲買業者の介入排除に

つながるO

第2に、フィリピンにおけるヤシ油生産は1960年代であり、これは近年

までその最大生産量を誇っていたマレーシアにおける生産開始時期と同時期

であった。しかしながらその後のフィリピンにおけるヤシ油生産は進捗せず

大幅に遅れてしまった。

この背景には、フィリピン政府当局がココナツ泊生産を優先させ、パーム

油生産の増産に向けた取り組みが弱かった点があるO現在でもこの傾向は継
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続されておりパーム油産業を管掌する省庁は不在で暫定的にフィリピン・コ

コナツ庁が担当している。

第3に、パーム油生産が注目されたのは、 2000年代前半である。価格が

比較的安価でかつ利用範囲が広いため、パーム油に対する国内需要が急増し

たことがその背景にあるO時期を同じくして、最初に述べたように1990年

代後半の農漁業近代化法制定をうけた農漁業近代化計画の策定がアグリビジ

ネス対象産品の生産を奨励し、とりわけこれがミンダナオ開発に連結してい

ることから民間部門がアプラヤシ・プランテーション開発に始動したのであ

る。

第4に、農漁業近代化法制定と時期を同じくして、包括的農地改革法延長

問題が国内で論議され、同計画で先送りされてきた商業農場の農地改革が着

手されることになった。この過程で、商業農場で働く農地改革受益農民に対

する土地分配に関する規則が制定され、土地所有、農業所得保証にあわせ、

規模の経靖、生産性の向上が掲げられたOそのための基本スキームとして、

商業農場で働く農地改革受益農民が形成する協同組合を貯象としたアグリビ

ジネス…ベンチャー契約が免定され、その契約の形態のうちどれを選択する

かは農地改革受益農民または協同組合が決めるとしたo　アグリビジネスが農

地改革の体系に導入されたのである。農地改革の目的がこれまでの単なる農

地所有の移転から、生産性向上を含むものへとパラダイム転換したと言えよ

うo

第5に、これが本論文の結論であるが、以上のアグリビジネス・ベン

チャー契約が実際のアプラヤシ…プランテーションの協同組合においてどの

ように取組まれ、またどのような問題に直面しているかを明らかにした。ま

ず、農地改革受益農民が個別土地権利証書を交付されている場合には、栽培

契約とこれに付随したマネジメント契約、および生産・加工・販売契駒を締

結した複合契約が選択されると、協同組合農民に生産増加のインセンティブ

を付与し、結果として農家所得の増加をもたらす。

この対極にあるのが、農地改革受益農民が集合土地権利証書を交付されて
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いる場合で、土地のリースバック契約を選択した場合であるO協同組合の組

合員農民は、従前のとおりのプランテーション労働者の地位に甘んずること

になる。農家所得は労働貸金と地代収入である。当然生産増大にむけたイン

センティブは欠落する。しかし、集合土地権利証番の交付であっても、栽培

契約を選択した場合には、生産物の販売収入は最終的に純利益の分配でなさ

れ、農家所得の形態は純利益配当が主たるものとなるが、一定の安定的収入

があり、農業労働収入に比較して農家収入は多い。したがって、土地権利証

賓の形態の如何を問わず、栽培契約、マネジメント契約、生産・加工・販売

契約の複合契約が好ましい。

以上のように、事例をみるように、栽培契約がアグリビジネス促進に向

けての有効なスキームであることが明らかになったo APトARBMNCにみ

るとおり、 FFBを購入するプランテーション企業側が協同組合に50haの契

約栽培農園を奨励し、資金融資をしている。この意味するところは、プラン

テーション企業側にとってはFFBの安定的確保が優先しているとの点であ

る。また、 NARCISOにみるように、さらにこれを発展させ、協同組合自体

がIlhaのアプラヤシ…プランテーション経営に投資するところもある。か

くして、アグリビジネス・ベンチャーの導入には、協同組合の企業家精神の

発揚が期待されている。

受益者農民の側から考察すると、農地改革の基本哲学の「土地は耕す者に

帰属する」をさらに発展させ、 「農地生産性の向上、農家所得の増加」をこ

れに加えるとの方向性が、認識されるに至ったと言えようO

以上の状況を踏まえて、筆者は農地改革受益農家、とりわけ集合土地権利

証書の交付を受けた協同組合に対する、アグリビジネスのための栽培技術、

経営技術の付与が不可欠であると考える。このため各種の農業開発支援はか

かる視点で取組まれることが望ましいと提言する。

牲
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52　　国際関係寵妾　節20巻　第1・2合併号

ものである。現地調査に際しては、以下の諸氏から便宜供与、ご教示をいた

だいた。ここにあらためて謝意を表する次第であるo

Ms.Aurora A. Ca色ezal, Chief Agranan Reform Officer, Deaprtment of Agrarian

Reform, Region X DI ; Mr.Yukihiro Kawahara, Team Leader,写Dartment of Agrarian

Reform, Agrarian Reform Infrastructure Suport Project : Mr.Rizal A. Saligumba,

Institutional Development Specialist -ARISP, Department of Agrarian Reform,

Region X IK ; Mr.Carlos B.Carpio, CESO I , Philippine Coconut Authority,, Dupity

Administrator for Research, Development and Extension Branch ; Mr.Edgar T.Bahada,

Project Officer, Philippine Coconut Authority, Coconut Extension Training Center,

Palm Oil Development Once ; Mr.Yojiro Sekiguchi, Team Leader / Agribusiness /

Rural Finance / Rural Development Specialist (International Expert), Aguricultual

Credit Support Project (ACSP), Land Bank of the pihppines (LBP) ; Mr.Tetsunari

Gejo, CO. Team Leader / Agribusiness / Rural Finance / Rural Development Specialist

(International Expert), Agricultural Credit Support Project (ACSP), Land Bank of the

Philippines (LBP) ; Ms. Diolina Z. Mercado, CO-Team Leader / Agribusiness / Rural

Finance / Rural Development Specialist (Local Expert), Agricultural Credit Support

Project (ACSP), Land Bank of the Philippines (LBP) : Mr. Johnmark C. Bilianes,

Municipal Mayor, Municipality ofTorento ; Mr. Macario T. Humol, Municipal Mayor,

Municipality ofNabunturan ; Mr. Eduardo E… Suaybaguio, Provincial Agrarian Reform

Offiver (PARO) , Province of Compostela Valley ; Mr.Jaime A.Claro, Municipal

Agrarian Reform Officer (MARO) , Municiparity of Nabunturan : Mr.Ruth

S. Dramayo, Municaipal Agrarian Reform Of翁cer (MARO) , Municipality of

Trento ; Mr.,Chang Chee Kong, Executive Vice President/COO, Agusan Plantations,

Inc. ; Mr.verulo M. Sobno, Plantation Manager, Agusan Plantations, Inc. ; MrArthur

Paul P. Elecanal, Mill Manager, Agusan Plantations, Inc. ; Mr. Erpie S. Mancawa,

Chaiman, Agsan P一antations Inc.-Agaranan Reform Bene丘ciary-Multi Purpose

Cooperative (APトARBMPC) , Mr.Diark L. Diano, Chairman/ BOD ,Nabunturan

Agrarian Reform Community Integrated Cooperative (NARCICO) ; Mr.Geraldo

B. Magbanua, Manager, SARPHIL CARP Bene丘aciaries Multipurpose Cooperative

(SACARBEMCO) ,Mr.Roland B. Abando, Regional Coordinator, PhilDHRRA

Southern Mindanao Office ; Ms.Manper M. Mercader. Execurive Director, Davao

Medical School Foundation, Institute of Primary Health Care (DMSF-IPHC)

Ms.Starjoan D. Villanueva, Executive Director, Alternative Forum for Research in

Mindanao (AFRIM) ; Mr..Mailawas, Coordinator, TRIFED-ARBC, Montevist;臥

2)学名Eiaeisc　アンゴラやガンビア周辺の酉アフリカ地方を原産とするギニア

アプラヤシ(Elaesguineensis)と中南米の熱帯域下原産のアメリカアプラヤシ
(Elaes oleifera)の二極があるが、単にアプラヤシといえば前者を指す。

3)藤崎(2008) 7頁0

4)秋道…市ill (2008) 226頁。



フィリピンのアプラヤシ生産と農民組織　　53

5)藤崎(2008) 7-8頁。
6)加藤(1990) 7頁。
7)加藤(1990) 26頁0

8) Cabilo (2003) p.6.

9) Cabilo (2003) p.6.

10) philippine Coconut Authority, The Phil,如me Oil Palm lndustry-2009, Power Point
Material.

1 1} AGPI Company History 2008… (mimeograph)による

12) Vice President ofAgusan Plantations, Inc.

13) RP-NEDA (2004) , pp.35-41.

14) RP-DA (2001) pp.58-59, 82-95.

1 5; Department of Agriculture, Priority Crops Under GMA-HVCC Program, andPriority

Crops Per Region 2009. mimeograph…

16)フィリピン・ココナツ庁資料によると2008年時点でパーム抽(CrudePalm

Oil)は880ドル/mt(FOBマレーシア)、ココナツ油は1170ドル/mt(FOBフィ

リピン)。

17)アキノ政権の農地改革に関しては、野沢(1989) 68-105頁0

18)プランテーション農地の農地改革に関しては、野沢(1989) 92-105貫。

19)アキノ大統韻の母、故コラソン・アキノ大統領の実家コフアンコ一族が所有

するハシエンダ)Vイシタ農園(中部ルソン地方タルラック州在の約6450ha)

農地分配裁判の第1回口頭弁論が2010年8月18 B最高裁判所で開かれた。争

点は、農地の代りにノ、シュンダ・ルイシタ社の株式を農民に支給した株式分

配方式の是非o農民等は「農地の分配」、 「困窮する農民に正義を」、 「アキノ

大統領よ、農民は和解案に反対している」などを掲げて気勢をあげた。これ

に対し大統領府は、 「和解合意に達した農民たちに農園側から生活支援金の一

部2000万ペソが支払われる予定であるo　これはあくまで農園側の問題で大統

額は関係ない」とし、大統韻の関与を否定している。 (rマニラ新開J 2010年

8月14日、 18H号)0

20) 1998年農地改革省令第9-号29粂0

21)農地改革コミュニティ(Agrarian Reform Community ;ARC)は、土地分配を中
心に位置づけ農地改革支援プロジェクトを取り込んだ地域開発方式による農

相開発のフレームワークを示すO　これはまた日本を含む外国桂助横間による

援助の対象となっているc ARC対象地域の単位親榛は、農民から構成される

バランガイ、あるいはその集合体を基礎単位とするO各ARCの構成員は平均

2ha所有の受益農民で、 ARCの面積は平均2000haを対象とする　2009年6月

現在、全国で2105のARCが形成されているO　野沢(2000a) 179- 184頁を参

真H,

22)野沢(2002)表16を参照0

23) NARCICO関係者からの聞取り。



54　　国際関係紀要　第20巻　第1・2合併号

24) NARCICO関係者からの聞取り0

25) NARCICO関係者からの聞取りO

26) SACARBEMCOの農地分配に関しては、野沢(2001) 45 - 57頁を参照。

27) SACARBEMCO関係者からの聞取り。

28) SACARBEMCOに対するNGOの役割などに関しては、Cabungcal-Cabiles (1997)

pp.47 - 80を参照0
29) SACARBEMCO関係者からの聞取り。

30) SACARBEMCO関係者からの間取り。

31) sACARBEMCO関係者からの聞取り0

32) SACARBEMCOの2007年度純利益額は、消費事業は32万2071ペソ、小規模

融資事業は37万9827ペソ、貸付金事業は18万6055ペソである。

33)準組合月は土地をベースにした事業に関わる利益配分を受けられない0
34) API-ARBMPC関係者からの聞取り0

35) API-ARBMPC関係者からの聞取り。

36) Agusan Plantations, Inc.の農場経営関係者からの間取りによる。

参考文献

(日本語文献)

秋道智禰・市川昌広編(2008) 『東南アジアの森に何が起こっているか-熱帯雨
林とモンスーン林からの報告-j人文書院D

手沢弘文・茂木愛一郎編(1994)社会的共通資本-コモンズと都市-j東京

大学出版会O

加藤秋男編著(1990) 『パーム抽・パーム核油の利用j幸書房。

国際協力機構(2009) 「地域や人々が力をつけるための農地改革支援を」 『JICA

wor】d』 No.12、国際協力機構広報室報道課編集発行O

野沢勝美(1989) 「アキノ政権の農地改革」 r7ジアトレンド』第48号　アジア経

済研究所o

野沢勝美(2000a) 「フィリピン農地改革と協同組合-西部ピサヤ地方酉ネグロ

ス州およびイロイロ州の事例を中心として-」 F国際関係紀要j　第9巻第

1 1 2合併号　亜細亜大学国際関係研究所。

野沢勝美(2000b) 「フィリピン・南部ミンダナオ開発の構造」 『国際関係紀要j　第

10巷第1号　亜細亜大学国際関係研究所。

野沢勝美(2001) 「フィリピン…南部ミンダナオ地方の農地改革と受益農民組織」

r国際関係紀要』第10巻第2号　亜細亜大学国際関係研究所O

野沢勝美(2002)フィリピン農地改革インフラ支援事業　第1フェーズ(ARISP-

I )第三者評価報告書j (国際協力銀行)0
藤崎成昭(2008) 「地球温暖化とパーム抽-東南アジアの新たな課題-J rア

ジ研ワールド・トレンド』 No.149(2月号)0



フィリピンのアプラヤシ生産と戊民組綴　　55

(英語文献)

Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM) (2005), Swallowing the bitter pill

ofthe sweet talk, BANTAAN, Vo¥.1 8, No.9-IO.

Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM) (2007), The rice farmers of

Mindanao: Can they brave the storm?, BANTAAN, Vol.20, No. 1-2.

Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM) (2009a), Agroftiel crops: Promises

ofuncertainty? , BANTAAN, Vo¥…22, No. 1.

Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM) (2009b), BoostingAgrofuels: Boon

or Bane 'f. AFRIM.

Borras, Jr.、, Saturnino M. (2002)," problem and Prospects of Redistributive Land Reform in

Mindanao, 1972/1988-2001 , Mindanao Foe.叫No. l, Alternative Forum for Research

in Mindanao (AFRIM),

Cabilo,Zuraida Mae B.(2003), Oi一 Paim Expansion in Mindanao: A Peace Solution? "

Mindanao Focus, No.1, Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM)

Cabungcal-Cabilos,Minerva C. (1997), Operating a Rubber Farm as Landowners:

The Experience of the SARPHILCARP Bene丘cianes Multipurpose Cooperative

in Implementation , MakingAgrarian Reform Work - Achieving Sustainable

Productivity, Triparrd Series No.3 , Phi lDHRRA.

Deriquito, Ferdinand (2005), Palm Reading Taking the slick out of the oil palm sweet

talk , Mindanao Fo,L:us, No. 1. Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM).

Nippon Koei Co. Ltd. (2007) Study on Support ProgramforAgri-Enterprise Development

(S月AED) of the LandBam of the Philippines, Final Report (dated October 17)…

Pacaba-Deriquito, Tes (2004), The AVA-mode of CARP in Banana Commercial Farms

BUSINESS AS USUAL , Mindanao Focus, NO… 4. Alternative Forum for Research

in Mindanao (AFRIM)

Republic of the Philippines, Department of Agriculture (RP-DA) (200 1 ),The Phil,如me
Agriculture and Fisheries Modernization Plan 2001 -2004.

Republic of the Philippines, Department of Agriculture (RP-DA) (2009),Prospects for

Philippine Agribusiness (Powerpomt presentation material ).

Republic of the Philippine, Department of Agriculture (RP-DA), Philippine Coconut

Authonty, Coconut Extension Training Center, Palm Oil Development Office (PODO)

{2006),The Oil Palm& the Indus.〟γ …In a Capsule.

Republic of the Philippines, Nationa一 Economic Development Authority (RP-蝣NEDA) (2004),

Mid-Term Phil ippine Development Plan 2004-201 0.


